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平成２６年３月定例教育委員会会議録 

 日      時  平成２６年３月１８日（火）  午後１時３０分～４時３０分 

 場      所  秦野市役所本庁舎３階講堂 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙槗 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 内田 晴久  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 水野 和成 

教 育 部 参 事 小山田幸弘 

教育総務課長 山口  均 

学校教育課長 大津  操 

教育指導課長兼 

教育研究所長 杉山 哲也 

 

生涯学習課長 横溝 昭次 

公民館担当課長 井手 則夫 

図書館長補佐 樋口 里代 

教育総務課課長補佐(庶務担当) 鈴木 利昭 

教育総務課庶務班主事補 川﨑 倫明 

 傍聴者  １名 

 会議次第 

３月定例教育委員会会議 

 

日 時 平成２６年３月１８日（火）   

午後１時３０分         

場 所 秦野市役所本庁舎３階講堂    

 

次     第 

１ 開  会 

２ 会議録の承認 

３ 教育長報告及び提案 

（１）平成２６年４月の開催行事等について   

（２）平成２６年第１回定例会中間報告について 

（３）臨時代理の報告について 

  ア 報告第２号 秦野市立小中学校管理職の退職の内申について 

  イ 報告第３号 秦野市立小中学校管理職の任免の内申について 

ウ 報告第４号 平成２５年度秦野市一般会計補正予算について 

エ 報告第５号 秦野市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す 
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ることについて 

（４）秦野市立西中学校体育館、西公民館等の複合施設整備の進め方 

について                           

（５）学校生活全般における体罰の実態把握に関する調査について  

（６）平成２５年度幼小中一貫教育の取組について   

（７）平成２５年度就学指導の結果報告について        

（８）平成２５年度教育支援教室いずみ事業報告について     

（９）平成２５年度教科学習支援員の活動報告について    

（10）第２７回夕暮祭短歌大会（作品募集）について      

（11）こどもの読書週間について            

４ 議  案 

（１）議案第５号 平成２６年度秦野市教育委員会基本方針及び主要 

施策について 

５ 協議事項 

（１）全国学力学習状況調査について 

６ その他 

（１）教育施設（小中学校・公民館）の電力調達について 

（２）秦野市中学校英語ロールプレイ授業試行について 

７ 閉  会 

 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長  それでは、３月定例教育委員会会議を開催いたします。 

 お手元の会議次第に沿って、進めさせていただきます。 

 まず、会議録の承認について、ご意見、ご質問がございました

ら、お受けします。 

 なお、秘密会については、事務局に申し出てください。 

  ―異議なし― 

望月委員長  それでは、ないようですので、会議録を承認します。 

次に、「教育長報告及び提案（３）臨時代理の報告について」

のうち「報告第２号 秦野市立小中学校管理職の退職の内申につ

いて」、「報告第３号 秦野市立小中学校管理職の任免の内申に

ついて」及び「教育長報告及び提案（５）学校生活全般における

体罰の実施把握に関する調査について」並びに「協議事項（１）

全国学力学習状況調査について」は、個人情報等も含まれている

ため、秘密会での報告及び協議としてよろしいでしょうか。 

 ―異議なし― 
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望月委員長  よって「教育長報告及び提案（３）のうち、報告第２号、第３

号及び教育長報告及び提案（５）」並びに「協議事項（１）」に

ついては、秘密会での報告及び協議といたします。 

 それでは教育長報告及び提案をお願いします。 

教育長   資料№１「平成２６年４月の開催行事等について」をご覧く

ださい。 

 まず、４月１日に、臨時教育委員会会議を開催したいと思いま

す。開催時間は現在調整をしていますので、決まり次第ご連絡い

たします。 

 次に、１日１１時から、県費・市費を合わせまして、教職員の

辞令交付を行います。 

 次に、４月１日から６月２９日まで、春季特別展「秦野の歴史

２０１４ 自然環境と人々のくらし」を桜土手古墳展示館で開催

します。 

 次に、４月４日は、教育指導助手の研修会を開催します。 

 同じく、午後は特別支援学級の介助員の研修会を行います。 

 次に、４月６日は、広畑ふれあい塾の開講式を行います。 

 次に、４月７日が、小中学校の入学式を行います。 

 同じく、７日に小中学校と幼稚園の始業式を行います。 

 次に、４月８日は幼稚園の入園式を行います。 

 次に、４月８日と２２日は、例月実施しているブックスタート

事業を行います。 

 次に、４月１２日は、ＰＴＡ連絡協議会総会が本町公民館で行

われます。 

 次に、４月１４日が、２６年度の第１回の園長・校長会です。

今回はクリーンセンターを会場として行います。 

 次に、４月１５日は、定例の記者会見を行います。 

 同じく、１５日に、エコキッズはだの実務担当者会ということ

で、学校版環境ＩＳＯの説明会を行います。 

 次に、４月１６日は、中学校教育研究会総会を実施します。 

 次に、４月１７日は、パサデナ市訪問団が本町小学校を訪問い

たします。パサデナは４月１６日に来日され、２１日まで秦野に

滞在する予定です。１７日に本町小学校、１８日に西小学校と渋

沢中学校がパサデナの学校と姉妹校であるため、訪問をされる予

定になっています。 

 次に、４月１９日から５月１１日は、こどもの読書週間でござ

います。図書館で読書をということで開催いたします。 

 次に、４月２２日は、全国学力・学習状況調査の実施の日でご
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ざいます。 

 次に、４月２３日は、教育研究所の研究員の委嘱式を行います。 

 次に、４月２４日は、保育・教科等指導員会議を行います。 

 次に、４月２５日は、定例教育委員会会議を開催いたします。 

 次に、４月３０日は、幼稚園教育研究会、幼教研の総会です。 

 ４月は大分行事が詰まっています。それぞれご都合のつく範囲

で、出席をしていただければと思います。 

教育部長  私から資料№２「第１回定例会の中間報告について」ご報告を

させていただきたいと思います。 

 議会自体の日程は、２月２７日から３月２７日までが会期とな

っています。報告内容は、代表質問、一般質問、予算特別委員会

の３点について、ご質問の内容等、概略の説明をさせていただき

たいと思っております。 

 まず、代表質問では、６名から１６項目についてご質問がござ

いました。主な内容は、国で見直しをされている教育委員会制度

関係が１件、学校教育関係が１４件、図書館関係が１件という状

況でございました。 

 一般質問では、５名の議員から５項目についてご質問がござい

ました。内容は、漫画『はだしのゲン』について、全国の体力調

査について、学校施設の長寿命化について、防災教育について、

旧梅原家の建築部材についてでございました。 

 予算特別委員会では、６名の委員から１６項目、３要望がござ

いました。 

まず、代表質問ですが、民政会の阿蘇議員から大きく分けて２

つの項目のご質問がございました。１つ目は、いじめ、不登校、

暴力行為などの問題行動と薬物乱用について。２つ目は、中学校

の給食についてご質問がございました。 

同じく民政会の大野議員から２項目についてご質問です。教育

委員会の独立性の尊重について、英語教育の取り組みの現状につ

いてもご質問がございました。 

 ３人目、新政クラブの川口議員から教育問題ということで、 学

力の向上について 特別支援教育について、いじめ等の対応につ

いて、部活動の指導体制についての４項目でございます。 

 次に、緑水クラブの佐藤議員から教育機能の充実ということで、

教育委員会の機能を一元化し、相談機能を充実してほしいという

ものでございます。 

 次に、無所属クラブの吉村慶一議員ですが、大きく分けて４つ

でございます。子育て支援の新制度への移行について、教育施策
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に対する市長の考え方について、基礎学力の向上について、小学

校の統廃合についてということで、市長の講話の中で、具体的に

学校名が出たことに関連して、ご質問がございました。 

 次に、日本共産党の露木議員から４項目ございました。いじめ、

不登校などへの対応について、障害のある子供への支援について、

学校施設の整備について、これからの図書館づくりについて、ご

質問がございました。 

 続きまして、一般質問ですが、小菅議員から、漫画『はだしの

ゲン』の取り扱いについて、配架の状況はどうか。教育現場から

撤去すべきと思うがどうかという内容でございます。 

 次に、折口議員から、運動しない小中学生についてということ

で、全国・体力運動能力調査の結果を見ると、神奈川県の結果が

悪いことを踏まえ、運動する機会、自然体験する機会を増やした

らどうかというご質問でございます。 

 次に、山下議員から、学校施設の長寿命化についてということ

で、現在、耐用年数６０年ということで検討しているわけですが、

８０年に向けて、修繕計画を見直してはどうかというご質問でご

ざいます。 

 次に、諸星光議員から、東日本大震災後の本市の防災教育の取

り組みについて、竜巻、雷、大雪等の自然災害に対する防災教育

は、どのようかという内容でございます。 

 次に、古木議員から、旧梅原家の建築部材に関するご質問が何

点かございました。保存する会との協議の進捗状況等について、

ご質問があったものでございます。 

 続きまして、議案審議ということで、条例の改正についてでご

ざいます。東公民館の和室を新たに貸し出しすることについての

ご質問でございます。 

 次に、露木議員からは、一般会計の補正予算ということで、空

調設備について、その内容のご質問でございます。 

 続きまして、予算特別委員会の質疑の内容ですが、野田委員か

ら３項目のご質問がございました。アレルギー対策の状況につい

て、国で検討されている幼児教育の無償化への本市の状況につい

て、コミュニティースクールの検討状況はどうかという内容でご

ざいます。 

 次に、横溝委員から、教職員の多忙化について検討してほしい

と要望でございます。また、いじめ問題についてということで、

ケース会議の成果、取り組みはどのようになっているのかという

ご質問でございました。また、中学校教育費で中学校の楽器は３



 

 

 6 

年間で更新するが、小学校の鼓笛隊の楽器について、どのように

考えているのか。幼稚園運営費では、国の動きを捉え、今後のこ

ども園移行について、どう考えているのかというご質問でした。 

 次に、高橋文雄委員から、教育委員会の表彰について、漏れは

ないのかという確認と漏れがないようにしてほしいという内容で

ございます。 

 次に、八尋委員から、西中学校と西公民館の複合化について、

大まかな今後のスケジュール等、ＩＣＴ活用学習支援事業がある

が、これはどのような授業内容であるのか。今後のＩＣＴ環境の

充実に向けた見通しはどうか。宮永岳彦記念美術館の入館者の推

移はどうか。ＰＲ等はどのようにやってきているのか。また、図

書館の活動について、具体的には佐賀県武雄市の取り組み、海老

名市の取り組みについて、本市はどのように捉えているのかとい

うご質問でございます。 

 次に、佐藤文昭委員から学校図書補助員の配置状況について、 

曽屋ふれあい会館は、当分の間、閉館延期ということについてご

質問がございました。また、キャリア教育についてのご質問でご

ざいます。 

 最後に、吉村委員から、学力の定着及び向上等についてのご質

問でございます。教育だけでは限界があるのではないかというこ

とで、限界があるとすれば、外の地域の皆様が支援をしていく必

要があるのではないかという観点のご質問でございます。また、

宿矢名の東光寺薬師堂、仁王門の建て替えについて、補助が出る

のか、出ないのかという視点のご質問でございます。 

 以上が、第１回定例会についてのご報告でございます。 

教育総務課長  私から資料№５「報告第４号 平成２５年度秦野市一般会計補

正予算について」ご説明いたします。 

 一般会計補正予算ですが、平成２６年秦野市議会第１回定例会

に議案を提出することについて、その事務を臨時代理いたしまし

たので、秦野市教育委員会教育長に対する事務委任及び臨時代理

に関する規則第４条第２項の規定によりまして、ご報告をさせて

いただきます。提案理由ですが、平成２６年度当初予算に計上し

ました国庫補助対象事業及び新規事業について、国の平成２５年

度補正予算として採択され、２月１２日に内定の通知があり、２

６年秦野市議会第１回定例会に補正予算として議案を提出する必

要が生じたため、臨時代理を行いました。 

 補正の内容ですが、学校施設の改修、体育館のＬＥＤ化と格技

室の天井落下防止対策、小学校、中学校の普通教室等への空調の
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導入の予算でございます。 

 歳入ですが、教育費国庫補助金補正額３億４，６７４万９，０

００円ということで、事業費の３分の１が国庫補助の対象金額と

なりました。歳出ですが、教育費小学校費学校建設費、７億９，

９３０万円ということで、小学校費の空調等の整備費用です。委

託料と工事請負費になります。中学校費には、４億５，６１０万

円ということで、全額が工事請負費でございます。小学校は、委

託料がございましたが、中学校は本年度に実施していますので、

工事請負費だけを載せさせていただき、歳出合計は、１２億５，

５４０万円になります。 

 次に、繰越明許費ということで、小学校の改修、小学校の空調

設備、中学校の改修、中学校の空調設備、４件になりますが、こ

の３月の補正では、現実的に本年度に実施できませんので、繰越

明許費ということで、全額を翌年度に繰り越します。 

 実際には、小学校の改修、中学校の改修、空調については、夏

休み工事を予定し、小学校の空調設備は上半期に設計を終え、９

月以降で空調の設置工事を行う予定でございます。 

 続きまして、資料№６「秦野市教育委員会事務決裁規程の一部

を改正することについて」ご説明いたします。 

 秦野市教育委員会事務決裁規程の一部を改正することについ

て、臨時代理を行いましたので、そのご報告でございます。 

 提案理由ですが、消費税等の税率改正による変更契約を速やか

に締結するため、改正するものでございます。この４月から消費

税が５パーセントから８パーセントへ変わり３パーセントの増税

となりますので、規定を新たに加えたものでございます。 

 資料の新旧対照表をご覧ください。別表第１の第５項でござい

ます。右側が旧で、左側が新ですが、４段目の「ただし」からが、

新しく加わっております。 

 これは契約変更により、例えば２００万円までは課長決裁、そ

れ以上は部長決裁などの財務上の決裁規程がありますが、例えば

今まで１９０万円の課長による決裁が、２０万円が増えた場合、

その決裁区分の決裁権者の決裁を受けなければいけないのです。 

 また、提案理由の消費税絡みは６番になります。予算執行伺又

は支出負担行為伺の項において、契約の変更理由が消費税及び地

方消費税の税率改正による場合で課長の専決権限を超えるものに

あっては、課長専決とするものです。 

 続きまして、資料№７「秦野市立西中学校体育館、西公民館等

の複合施設整備の進め方について」ご説明いたします。 
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 内容としては、今までの検討状況、事業の進捗状況、今後のス

ケジュール等の概要をご説明させていただきます。 

 まず、事業進捗状況の事業手法等ということで、昨年の教育委

員会会議の際にもご報告をさせていただいたのですが、平成２４

年度に民間活力の導入可能性調査を実施いたしました。 

 それについて、２５年度は、先進的なＰＰＰの検討ということ

で、民間活力を活用した事業、これは建設から管理運営ですが、

そういう部分を行うに当たり、民間業者の意向の把握、事業手法

や内容を精査するため、民間事業者からの事業提案、ヒアリング

を行う公民連携課題解決型対話、いわゆる事業提案を受けてのヒ

アリングを２月に実施をさせていただきました。 

 参加事業者は、総合的なコンサルを行っている事業者、スポー

ツ事業を行っている事業者、コンビニエンスストアを行っている

事業者、維持管理を専門で行っている事業者、４社が参加しまし

た。２４年度に実施しました。民間活力導入可能性調査や今回の

事業者との対話による事業提案等を参考に、今後、事業構想等の

策定をしていく予定でございます。 

 次に、地元説明・協議でございます。以前から、地元から事業

計画が見えず、不安があるというお話をいただいた経緯がござい

ます。そのため、毎年実施している西地区の懇談会を昨年１０月

に行い、そのときに概要説明をさせていただきました。 

 地元関係団体への説明で、１０月から西地区の自治会の役員へ

３回ほどご説明をさせていただき、他にも西中学校ＰＴＡ、西公

民館運営協議会にもご説明をさせていただいています。 

 今後、地元でご議論いただくため、西地区の地域団体、自治会、

ＰＴＡ、公民館関係者、その他関係団体の関係者１６名で、複合

施設整備推進懇話会を設置して、ご説明をさせていただき、意見

を伺っていこうと考えています。 

 第１回の懇話会は、今週３月２０日木曜日に行います。その後、

月１回程度のペースで開催をさせていただき、地元へのご説明、

ご意見を伺っていく予定でございます。 

 その他、地域への周知ということで『西自治会だより』や西中

学校のＰＴＡ広報紙等を活用し、事業の進捗状況等の周知を図っ

ていこうと考えています。 

 次に、２６年度予算計上ですが、具体的な事業内容及び詳細な

スケジュール、事業者選定のプロセス等を定めた基本的計画等の

策定をします。これは民間事業者の専門的なノウハウが必要な部

分がございまして、計画自体は市でつくりますが、そういう部分
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の委託料として９００万円を予定しています。 

 西中学校校舎第１棟は現在使用していないため、その校舎の解

体を２６年の夏休みに行います。その工事費として２，６１０万

円を予定しております。 

 今後のスケジュールでございますが、２６年４月から５月にか

け、事業構想案をつくり、ご意見をいただき、構想策定をしてい

きます。２６年５月から来年１月頃までの間に、基本計画の策定

をします。２６年６月から８月の夏休みが中心になるとおもいま

すが、既存校舎の解体を行い、２６年度末から２７年度当初にか

け、事業者の公募をプロポーザル方式で行い、事業者を決定する

予定です。その後、２７年度から２８年度に、設計・工事着工・

完成ということで実施をさせていただきます。 

 教育委員の皆さんにも見ていただいたところは、赤で囲ってご

ざいます。中学校と公民館、西分署が事業の対象となる地域でご

ざいます。 

 ３ページに、敷地・施設ということで、同じように赤いライン

で囲ってございますが、２４６側の敷地と右側の今回建て替えを

予定している施設が並んでいます。 

 一番上に想定する敷地ということで、北側、２４６側になりま

すが、この約５，１００平方メートルですが、青矢印で示してご

ざいます。建物５から９と５つの建物になりますが、網掛けをし

てございます。その建物を北側の青の敷地に動かしていく予定で

ございます。 

 ４ページ目に、中に入れる機能、スポーツ機能、集会機能、実

習機能、消防分署機能、その他付加する機能ということで、さま

ざまな施設を活用して、機能を生かしていこうということでござ

います。 

 真ん中は、施設構成の一例ということで、３階建ての場合には、

このような形の配置を想定しています。いずれにしても、プロポ

ーザルという形で、事業提案を受け、審査して、よりいい提案で

設計、工事になりますので、あくまでも一例でございます。 

 事業手法としては、性能発注ということで、基本計画で骨格を

定めて、その手法に沿って詳細は提案を受けることになります。

事業者選定は、管理運営も含めた総合提案を求める公募プロポー

ザルを予定しております。 

 今後、基本構想、基本計画という部分を策定していく中で、計

画が煮詰まってきますので、その都度、ご報告及びご協議をして

いきたいと思っております。 
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教育指導課長   資料№９「平成２５年度幼小中一貫教育の取組について」ご

報告させていただきます。 

 本年度の幼小中一貫教育の取り組みとしては、夏に「語り合う

つどい」を開催しました。保護者や地域の方に来ていただき、そ

の反応を見た中で、今後、さらに保護者や地域との連携の中で、

幼小中一貫教育を進めていく必要があるということで、２６年度

は幼小中一貫教育について語り合う場を各中学校区で持つという

流れで進めております。 

 一方で、推進検討委員会がございます。そこに書いてあるよう

なメンバーでやっております。 

 １１月６日の話し合いの資料を本日添付しています。文章だけ

で申し訳ございませんが、主な意見として、教育目標、育てたい

子ども像について、各地区ごと、それぞれ取り組んでいます。若

干発達段階が違いますので、どのように統一するかということで、

戸惑いはあったようですが、徐々に進んでいると思います。 

 一方で、幼小中一貫教育は新しいものが入ってくる形になると、

どうしても学校現場の取り組みの難しさが出てくる中で、既存の

組織を活用する、またはそこにある考え方でやっていくとか、そ

ういうことも必要だろうと思います。 

 企業では、新しい人で行う場合には、組織の業務体制を徹底す

る必要もありますので、そういう取り組みの仕方についてもご意

見をいただきました。 

 右側のページに、教える教育から学ぶ教育へということで、幼

稚園の教育から小学校は学ぶべき、または中学校は学ぶべき、自

分たちの下の教育をしっかり把握して、自分の教育に生かすとい

うお話がありました。 

 それから、秦野の幼小中一貫教育で育てようというものをシン

プルに示すものです。例えば、人とのコミュニケーションを育て

るのだということ、または自ら主体的に学ぶ力を育てるというこ

と、中心の目玉になるものをしっかり出していくということも考

えられるということでした。 

 最後に、人事交流については、随分進めてきているのですが、

その成果について、ここで把握する中で、全ての先生たちが幼小

中一貫の仕組みについて、準備をしていく必要があるのではない

かというご意見をいただいております。 

 これを踏まえて、３月２４日に第２回目を開催し、次年度以降

の見通しを立てていきたいと思っています。 

 今日、中学校長会に行きましたが、学校ごとの取り組みに特色
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があることは、重要なことですが、若干中学校区によって違いが

出てきております。 

 特に、教職員が一緒に研究をするという意識では、東中学校区

の４月、５月では、幼小中の研究の中心になる人たちが打ち合わ

せ、企画会、推進委員会を行い、見通しを立てて活動しています。 

 鶴巻中学校区の取り組みでも、４月、５月は校長や教頭がどう

しようかということではなく、教職員の中のリーダーとなる者が

集まり、研究を進めるという流れになってきています。 

 こういう地区もあれば、交流から次に抜け出す、研究という視

点がもう尐し欲しいという地区もありますので、来年度に向けて

は、教育指導課で尐し助言を行っていく形をとりたいと思います。 

 続きまして、資料№１０「平成２５年度就学指導の結果報告に

ついて」をご覧ください。 

１ページ目、就学指導委員会での審議人数は１２１名ございま

した。昨年は１０６名ですので、１５名増加です。 

 特別支援学級に進級するお子さんについては、２４年度は８４

名でしたが、２５年度の審議では９５名と増えています。 

 反対に、就学指導委員会で審議をしたが、通常学級で取り組ん

でいくお子さんについては、１６名とこちらも増えています。 

 総じて言いますと、学校に上がる前、もしくは上がってから、

お子さんたちの様子によって、保護者が相談をしたいと、相談に

来られる方が増えている状況がございます。 

 通級指導教室入級審査会が、ことばの教室、まなびの教室につ

いて、言語の課題、人とのかかわり方の課題ということで設けて

おりますが、この辺の相談も増えてきているということをご承知

おきいただければと思います。 

 続きまして、資料№１１「平成２５年度教育支援教室いずみ事

業報告について」です。 

 １ページは２５年度の通室状況です。小学校、中学校を合わせ

て１８名のお子さんが通室しました。 

 状況を見ていただきますと、完全復帰ができたお子さんもいら

っしゃいますし、部分登校や保健室登校ができるようになったお

子さんもいます。 

 なるべく集団での活動ができるようにすることが目的ですが、

実際のところ、個別でしか活動できないお子さんも増えてきてい

ます。通室して個別活動を中心に支援を受けているものは、７名

と出ていますが、このお子さんたちはそれぞれ別室でいるような

状況になりますので、今後、検討していく余地があると思います。 
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 一方で、進路状況ですが中学３年生については、全員が進学し

たということで、それぞれの目指すものが見つかったということ

で、尐しほっとしているところでございます。 

 続いて、資料№１２「平成２５年度教科学習支援員の活動報告

について」です。 

 東海大学の先生方にご協力いただき、推薦していただいた東海

大学の大学生に、小中学校２２校全てに入っていただきました。

前期、後期を合わせて９９名が活動いたしました。 

 今日の中学校長会では、遠いところの中学でなかなかボランテ

ィアに来られないこともあったのですが、本当によくやってもら

ったということで、中学校からの評判は良かったです。小学校か

らも来年また行いたいという声をいただいております。 

 今後については、東海大学の担当の先生と指導主事で、来年度

の日程を決める予定になっています。 

図書館長補佐  資料№１３「第２７回夕暮祭短歌大会（作品募集）について」

ご説明いたします。 

 平成２６年度で２７回目になります夕暮祭短歌大会は、秦野

市・秦野市教育委員会が主催、協力を秦野短歌会にお願いしてい

ます。後援は、現代歌人協会、日本歌人クラブ、神奈川県歌人会、

神奈川新聞社、テレビ神奈川を予定しています。 

 次に、選者は、村岡嘉子先生と山田吉郎先生にお願いしていま

す。題材は、自由ということで、１人１首、未発表のものになり

ます。作品の締め切りは、平成２６年４月１５日図書館必着です。 

 賞などについては、秦野市長賞から佳作までを予定しています。 

 また、今回の大会について、５月２４日土曜日の午後１時３０

分から、秦野市立図書館視聴覚室で、表彰及び講演会を予定して

います。 

 続きまして、資料№１４「こどもの読書週間について」先ほど、

教育長から４月の開催行事などについて説明があったものです

が、詳細をご説明いたします。 

 こどもの読書週間については、今年度は５つの大きなテーマを

掲げております。第１に「図書館探検ツアー」ということで、４

月２６日に、図書館や本に興味を持ってもらうため、普段入るこ

とのできない書庫などの場所を子どもたちに見学してもらいま

す。第２に「図書館クイズラリー」です。こちらは、図書館内を

めぐりながら、本に親しんでもらうことを目的に、４月１９日か

ら５月１１日まで実施するものであります。第３に「図書館マス

コットキャラクター等の塗り絵」です。図書館のマスコットキャ
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ラクター、秦野の観光ＰＲキャラクター、丹沢はだの三兄弟の塗

り絵を募集いたします。こちらは小さいお子さんを対象に行う予

定でおります。第４に「企画展示『科学の絵本』」ということで、

知的好奇心や人間の知恵や自然に対する知識を養うため、科学に

ついて書いてある子どもの本を展示します。親子で一緒に楽しめ

るものになる予定です。第５に「喫茶コーナーの開催」です。期

間中の土日・祝日に図書館の戸外読書スペースにおいて、コーヒ

ーや紅茶を飲みながら読書をすることができるスペースを作りま

す。秦野市手をつなぐ育成会の協力により、喫茶コーナーを開催

する予定になっています。 

望月委員長  それでは質問を分けたいと思います。幼小中一貫教育までのご

質問、ご意見を受けたいと思います。 

内田委員  議会の代表質問についてです。教育部長から説明をいただいた

のですが、緑水クラブの要望で、教育委員会の機能を一元化とあ

りますが、機能の一元化というものは、どういうことを指すので

すか。これは相談窓口ということでよろしいのでしょうか。 

教育部長  現状、教育委員会事務局は市役所にございます。それ以外の外

の機関として、相談業務が保健福祉センターにあります。教育相

談は市町村も行っていますが、保健福祉センターでも相談業務を

行っています。それは乳幼児からの相談も含め、体系的に行って

いるわけですが、そういう相談業務を教育とうまくセットで考え

ていく必要があります。今、相談内容も複雑ですので、できれば

施設上１つになって、関係機関が寄り添え、その場で解決、迅速

に対応できる体制が今後必要になってくるのではないかというご

指摘でございます。 

教育長  本市の総合計画に、教育センターという構想を検討するという

項目があります。できれば実現したいという思いを持っていらっ

しゃるので、そういう意味も含めて、市長は取り組んでいきたい

と答えられました。議員の質問として、部長が説明したように集

約することによって、利用者の利便性の向上ができるのではない

かという趣旨の前提があります。 

 どういう形で、この話が実現していくかは、現時点では詳しく

お話できませんが、早期に実現していきたいという考えでいます。 

飯田委員  西中学校の体育館の件です。今回ここで複合施設整備推進懇話

会が立ち上がるそうですが、さまざまな意見が出ると思います。

その意見はどこまで重要視、影響力があるのでしょうか。複合施

設という前提は変わらないと思いますが、例えばコンビニが入る、

入らない、そういう方たちの意見はどうなるのでしょうか。 



 

 

 14 

教育総務課長  こういう組織をつくる場合、提言書をまとめていただき、その

提言を参考にする組織もあるわけですが、懇話会という名前をつ

けているのは、地元の方が、どのように計画が進んでいくのかが

わからないということがありましたので、今、考えているのは、

ここで事業の方針等をつくり、その案の説明をさせていただき、

今のコンビニの有無などを含め、どのような機能が必要か意見交

換をさせていただきたいと考えています。 

 １６人はさまざまな方々を集めていますので、いろんな意見が

出ると思いますが、あれもこれもと言われても、実現できる部分

できない部分がございますので、なるべくお話を聞いて、そうい

う取り組みをさせていただくということです。 

教育部長  事務的に学校も公民館も地域の歴史ある施設になっていますの

で、それをセットで建て替えます。向こう６０年使っていただき

ますので、地域の皆さんもいろんな思いがあると思うので、そう

いう思いをいただきながら、よりいいものをつくっていこうとい

うものです。より良いものを作っていきたいので、皆さんのご意

見をくださいという懇話会にしていきたいと思っております。 

教育長  地域の方、学校関係者が懸念されていることは、公民館の利用

者にしてみれば、公民館の利用に制約を受けるのではないか、学

校関係者にしてみれば、学校運営に影響が出るのではないかとい

うことです。学校は基本的に閉鎖なので、公民館と一緒になるこ

とによって、オープンの状態になります。学校にしてみれば、運

営上の制約が出てきます。 

 相反する部分があるという心配を皆さんお持ちになっているの

で、そういう意見を皆さんに出し合ってもらい、さまざまな事例

を事務局は持っていますので、そういうものをお示しして、皆さ

んが１つの考え方の視点に立っていくべきだと思っています。

我々が勝手にやっていることではなく、１つのベースをつくって

いかなければいけないという視点を考えています。 

 場合によっては、それぞれで我慢する部分があるかもしれませ

ん。それは議論していく中で、こういう方法でやっていこうと、

皆さんで意見を出し合う場面にしていきたいと思います。 

望月委員長  国、県、市町村にしても、行政機関は何とか委員会等がありま

すが、教育部長がおっしゃったように、よりよいものにするため

には、いろいろな意見を聞く。そして、取り入れるものは取り入

れるということですので、ぜひその趣旨は生かしてほしいと思い

ます。 

今の話を聞いて、飯田委員、よろしいでしょうか。 
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飯田委員  はい。 

望月委員長  ほかにどうですか。 

髙槗委員  大野議員の質問にもあった英語教育についてですが、教育長が

答弁されていますが、今回の資料に報告書が出ています。それを

読ませていただいても、キャンプに参加した２０名の生徒の意見

が載っているのですが、行く前と後の変化が本当に素晴らしく感

じられたのです。帰ってきたら、リスニングもよく聞き取れるよ

うになったと聞きました。６日ぐらいのキャンプで、吸収力旺盛

な中学生にそれほどの効果があるならば、もっとやらせてもいい

のではないかと思います。こういう機会をもっと多くの生徒にも

与えてほしいと思うことがあるというのが１点です。 

 あとは、小中一貫教育の中でも、出前授業として、英語の先生

が小学校に授業を行いに来ているという実例が出ていました。学

校数としては尐ないのですが、今度、小学校で英語が正式教科と

して採用されるようになると、中学校の英語専門の先生が小学校

に出向くことも必要になると思います。時間的な制限もあると思

いますが、これからそういうものをもっと増やして欲しいと思い

ます。今の段階で、増やすことは可能でしょうか。 

教育指導課長  この部分は学校によって異なりまして、英語の先生が受け持っ

ている授業時数も学校によって差があります。教育的なものでも、

近くの学校には行きませんということもありますので、私たちは、

無理のない範囲で交流授業をしていただければと思います。 

 また、小中一貫教育の検討委員会で話題になるかもしれません

が、将来的な構想という形で、例えば、東地区に委託しています

から発展構想を持った中で、そこに統括する校長先生がいると教

諭も、尐し余分がある状況が生まれる中で、小学校の高学年の英

語を、中学校免許を持った人が行う仕組みを作らなければ、現状

はできる範囲でしかないということであります。 

 あと、小学校のロールプレイ授業もやりながら、英語教育につ

いては、新しく進めているところでありますので、そこのところ

をもう一度整理しながらやっていきたいと思っています。 

望月委員長  ほかにいかがですか。 

 次に、（７）から（１１）まででありますか。 

それでは、こどもの読書週間ということで、図書館の取り組み

の説明がありましたが、秦野市の図書館活動は、地道にいろいろ

なことを創意工夫しながらやっていると思います。 

 子どもの読書活動の推進に関する法律が平成１３年にできて、

基本計画が第一次、第二次、第三次と出来ました。第三次を読ん
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でみると、国でいろいろと考えていることもあって、それが即地

域に結び付くもの、予算を伴うもの、いろいろあるわけですが、

本市の図書館は、お金がない中で、創意工夫しながら、いい取り

組みをしているということを常々思っています。こういう取り組

みをすることによって、本に親しむ子供たちが多くなってくるこ

とを期待しているわけであります。 

 第三次の基本計画を見ると、今後１０年間で不読率を半減させ

ることを目標にするとあります。平成２５年から平成３０年には、

小学校は３パーセント以下、中学は１２パーセント以下、高校は

４０パーセント以下にしたいという方針があるわけですが、こう

いう取り組みをしていくと、秦野市の不読率はだんだん尐なくな

るのではないかということを期待しています。 

 今回の基本計画の第三次を見ると、学校と地域の連携が強く強

調されていますが、本市の場合は、学校との連携、地域の連携が

どんなふうになっているかを教えてください。 

 もう一つは、これは学校と図書館の分野になりますが、図書整

理員は、前は１名が２校を担当することになっていたはずですが、

現在はどのような状況になっているのかも教えていただきたいと

思います。 

 なぜならば、基本計画の中で、学校での更なる促進という文言

が入っているわけです。先立つお金の問題がありますので、なか

なかそうはいかない部分がありますが、本市の場合は、どんなふ

うになっているのかを知りたいのです。 

図書館長補佐   「第三次子どもの読書活動の推進に関する基本計画」は、国

で昨年５月に閣議決定されました。神奈川県でも２６年４月に第

三次を作るため、この１月にパブコメを行われています。この中

で読書の不読率を改善していくという流れがあります。 

 子どもたちが読書に親しむ環境づくりが大事ではないかと、秦

野市としては考えていまして、学校あるいは幼稚園のＰＴＡ、地

域の方、団体活動、学校の体験学習の受け入れをしています。 

 昨年度、体験学習としては、年間で１７回、２７７名に図書館

へ来ていただきました。こちらは、小学生、中学生で、中学生は

図書館の仕事を体験、小学生は見学などを行いました。 

 あとは、地域のお子さんへの読書活動をサポートしたいという

ボランティア、保護者の会議などでも情報交換を行いました。今

年も１月２２日に、おはなしボランティアとの交流会を図書館で

行っています。それぞれ悩みやどんな活動をしているかというお

話をお聞きして、今後に役立てていきたいと思います。 
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学校教育課長  各学校に配置している学校図書補助員は１名でございます。今、

委員長がおっしゃいましたとおり小中学校２２校ございますが、

１名に２校を担当していただいています。１校当たり２日という

ことですので、１名が週４日になります。 

 勤務時間ですが、小学校は、午前１０時から午後３時までが一

般の長さです。中学校は、午後０時半から午後３時４５分までと

いう勤務でございます。 

望月委員長  小学校、中学校で時間帯が変わっているというのは、放課後に

利用することを考えているわけですね。図書館の取り組みは、さ

らに充実させるように、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

内田委員  先ほどの西中学校の複合施設化の資料についてですが、考え方

の一例だと思うのですが、今、話題になりました図書館が１階に

入っていて、図書館が学校共用施設から出ています。学校の図書

館は学校の中にあると思うのですが、せっかくであれば、地域に

開かれた図書館と学校の図書館がうまく共存できればいいと思い

ます。これはいろいろな問題も多々あると思うのですが、新たな

展開の試みといったものは、こういうところからできるのではな

いかと思いました。 

教育総務課長  もともと西中学校には学校の図書館がございます。ここに書い

ているのは、公民館にある図書室を拡充するというものです。た

だ、今、言われるように、共用施設から除いていますので、これ

は共用できないということでは考えていません。学校でも使える

ようにしたいと思いますが、学校図書館法の中では、専ら子ども

たちが使う専属のエリアに、図書館・図書室を配置することが定

められています。例えば、体育館のように、両方が使うという形

のものではないものにしなさいということがございます。 

 今、具体的な事例の中では、パーテーションで分けたりして、

一緒に使うことも可能だということもありますが、両方あってい

いわけですから、どういう形がいいかということは、また検討し

ていきたいと思います。 

望月委員長  視聴覚室、音楽室、美術室、調理室とあります。これは当然学

校教育の中でも非常に大事な部分ですが、今の公民館の機能を優

先させながら、学校教育との連携を図ろうという理解でいいので

すね。 

教育総務課長  そうです。 

望月委員長  ほかにどうですか。 

 それでは、議案の審議に入りますが、本定例会では１件の議案
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が提出されています。「議案第５号 平成２６年度秦野市教育委

員会基本方針及び主要施策について」の説明をお願いします。 

教育総務課長  それでは「平成２６年度秦野市教育委員会基本方針及び主要施

策について」ご説明します。 

 提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６

条に基づき、教育委員会の基本的な方針になりますので、その基

本方針、主要施策を定めることを提案するものでございます。 

 基本方針については、平成２３年度に策定しました「はだの教

育プラン」の基本方針に即したものでございます。 

 基本方針に従って、それぞれ主要施策を列記してございます。

既に１月、２月の教育委員会会議のときに、協議事項として協議

していただいているものでございます。 

 変更はございませんが、先ほど補正予算のご説明もしましたが、

もともと中学校は当初予算ということで、空調設備の設置を考え

ていたわけです。小学校については、補正予算が通ればというこ

とで、小学校空調設備設置工事７億８，６９０万円は、前回まで

はお示しをしてございません。あとは、前回と同様でございます。 

 基本方針の（１）教育環境の計画的整備ということで、先ほど

来から御審議いただいている、西中学校等の複合化施設以下、４

項目ございます。４番目は、議会質問でもございましたアレルギ

ー対策等を書いてございます。 

 （２）は、いじめ、不登校のない学校教育の充実ということで、

それぞれ５項目ございます。いじめ・不登校対策では、新たにい

じめ体罰等対策支援委員会の設置等を書いてございます。５番目

は、幼児教育の充実ということで、子ども・子育ての関連３法に

基づきまして、２７年から、新しい子ども・子育て支援の制度が

できたことから、来年度は、幼児教育をどうしていくか、公立幼

稚園をどうしていくか、そういうあり方を検討していくというこ

とで、１年間ほど中断をしていましたが、２６年度については、

あり方について検討していくこととしています。 

 （３）は、幼小中一貫教育と子供一人一人に対応した教育の充

実ということで、研究委託では、東中学校をモデル研究地区に指

定しています。学力の定着・向上の中では、子供の学びを高める

授業研究推進委託事業を実施します。３番目の特別支援教育の中

では、介助員の増員、勤務時間の増を行う予定であります。 

 （４）は、生涯学習の推進では、３番目、昨年、報徳仕法講座

を行いました。それを引き続き、報徳思想の学習・活動経費を書

かせていただいてございます。 
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 （５）が図書館の活動の推進ということで、３項目を書かせて

いただいてございます。先ほど部長から予算の特別委員会の説明

がございましたが、既に先週の金曜日１４日に、教育については、

予算の審議が終わってございます。３月２７日に本会議において

正式に２６年度予算が成立する予定でございます。 

 以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

望月委員長  この件について、ご意見、ご質問はありますか。 

 これは今までいろいろと議論をされてきたわけですが、何かあ

りますか。 

 教育プラン体系図で、秦野市教育委員会教育目標があります。

いわゆる生涯スポーツの分野が、２３年から市長部局に移って、

学校の体育は教育委員会を通さなければいけないわけです。ここ

はそろそろ無くしてしまってもいいのではないかと思います。も

う２７年度を迎えることから無くしてもいいのではないかと思い

ますが、何か意図があれば別です。例えば、対外的にも問い合わ

せがある、資料などを送付しなければいけない、教育委員会が学

校スポーツの関係になってきたということの理解の役に立つので

あればいいのですが、いかがですか。 

教育長  委員長のご意見は、私も気がついていました。現行の教育プラ

ンの中に、生涯スポーツが記載されています。それは総合計画と

連動しますので、２７年度の総合計画を２８年度以降まで続きま

す。途中期間で改定をする際に、整理するということが生じます。

そのときのタイミングで外すかと思います。 

望月委員長  それとの兼ね合わせがあるのですね。 

 ほかにありますか。 

 こういうふうに基本方針及び主要施策が出たのですが、これを

遂行するには執行部の皆さん、学校教育では学校の教職員の皆さ

んが、最前線に立って働いてくれるということが前提になるわけ

です。秦野市のよりよい教育活動の展開のために、一生懸命やっ

ていただきたいと思います。 

 それでは、「議案第５号、平成２６年度秦野市教育委員会基本

方針及び主要施策について」原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

 ―異議なし― 

望月委員長  よって、議案第５号は、原案どおりとさせていただきます。 

 次に、その他の案件に入ります。 

 「教育施設（小中学校・公民館）の電力調達について」の説明

をお願いします。 
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教育総務課長  それでは「教育施設（小中学校・公民館）の電力調達について」

ご説明をさせていただきます。 

 東日本大震災以降、電力料金が上がってございます。幼小中で

は、平成２４年度は８，０００万円前後であった電気料が、２５

年度には９，０００万円になり、１０パーセントの増加でした。

公民館も２，５００万円程度が２，８００万円と、同様に１０パ

ーセント近く増加している状況がございまして、施設関係費が増

大している状況でございます。 

 そのため、ＰＰＳいわゆる特定規模事業者への変更を行う予定

でございます。既に２４年から市の本庁舎の電力調達は特定規模

事業者、ＰＰＳに変更を行い、電力料金の削減に努めています。 

 また、近隣の市町村の小中学校や教育関係の施設もＰＰＳに変

更している状況がございまして、本市においても、来年度から小

中学校及び公民館の電力調達方法をＰＰＳへの変更に向けた手続

を進めていくということでございます。 

 入札等についてですが、変更には毎年度ＰＰＳを行う事業者に

電力供給契約を締結します。方法としては、入札で実施をするこ

とになります。４月に一番入札が集中をするということで、参加

する事業者、入札価格をなるべく良いほうにしていこうというこ

とで、決算成立前でございますが、入札の手続を行っているとい

うものでございます。 

 具体的には、３月２０日、今週木曜日に公告を行い、４月９日

に開札をし、１０日に契約を予定しています。 

 契約期間は、市役所の本庁舎が、本年７月１日から翌年６月３

０日の１年間でございますので、同じような形でやっていこうと

いうことでございます。 

 電力の調達先が変わるだけですので、学校現場で何か支障があ

るということはございません。ただ、小中学校の場合は、応札が

あって、落札をするケースがございますが、庁舎や公民館は、応

札がない場合や予定価格を上回る場合もございます。いずれにし

ても、そういったことがないように数日前に入札の公告をして、

業者を募っていくということでございます。 

 報告ということで、事前に知っておいていただければと思いま

して、ご報告をさせていただきます。 

望月委員長  何か質問ありますか。 

内田委員  ＰＰＳでどれぐらい節約できる見込みがあるんでしょうか。 

教育総務課長  今、秦野市の本庁舎はエネットという会社と契約をしています。

何十社もあるわけですが、その事業者に見積りを取りました結果、
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状況によって変動するそうですが、大体５パーセントから１０パ

ーセント近くまで低くできるというお話を聞いております。 

 ちなみに、本庁舎は１パーセント弱ぐらいの落札ですので、そ

れから比べると、大分多くなると思います。先ほど言いましたよ

うに、幼中小で９，０００万円、幼稚園を除くと８，４００万円

ぐらいですので、仮に５パーセントでも４００万円の経費削減に

なるのではないかと考えています。 

望月委員長  すごいですね。 

内田委員  今度、空調機が動き出すと、電力量が増加しますね。 

教育総務課長  今回設置する空調の燃料は、ガスを使用することを考えていま

す。空調機のファンを回すために電気を使いますが、いわゆる電

気式の空調ではないため、電気料は大きな影響はないだろうと考

えております。 

望月委員長  ほかにいかがでしょうか。 

 次に「秦野市中学校英語ロールプレイ授業試行について」の説

明をお願いします。 

教育指導課長  ロールプレイ授業の試行についてでございます。 

 本年度初めての試みで、中学校の英語教育、特に話す力、会話

をしていく力、その部分を何とかしたいということが念頭にあり

まして、坡州英語村に行き、向こうでの生活をする際に、いろい

ろな人とかかわらなくてはいけない場面を設定し、それぞれがロ

ールプレイングの形で行われました。 

 秦野市の旅券という形で、パスポートのようなものを作り、裏

面にはカナダの地図があります。例えば、空港に着いたときの入

国審査、ホテルの予約の仕方、美術館について説明を受ける、食

べ物を注文する、自分がカナダに留学に行ったという設定で、そ

の場面に英語が話せる方に入っていただきました。 

 どんな人かというと、１つは、秦野市の中で、英語が大好きで、

子どもたちのためになりたいという市民、ＡＬＴの協力も得まし

た。もう一つは、上智大学短期大学部の学生に２０名ほど来てい

ただきました。そういう中で、実際に英語だけで、身振り手振り

も含めてになりましたが、子どもたちがブースをつくり、１クラ

スごとに行いました。 

 子どもたちの感想としては、とても楽しかった、結構楽しかっ

たという子が８５パーセントでした。逆に全然楽しくなかった、

余り楽しくなかったという子は３パーセントでした。我々が思っ

ていた以上に、子どもたちは、英語の授業でもこういう楽しいこ

とができるんだということを感じてくれたようです。中には英語



 

 

 22 

でお礼のメッセージを書いている子もいました。 

 また、次年度に向けて、今回は大根中学校で実施させていただ

いたのですが、学校を増やして、定期的にやっていきたいと考え

ています。 

望月委員長  質問はありますか。 

 英語教育について、私はいつも秦野の子どもたちは幸せだと思

います。教育委員会と市長部局がいつもコラボレーションでやっ

ています。私はこれを見て、もう尐しつけ加えたいのです。教育

委員会、市長部局プラス市民力をつけ加えたいと思うのです。 

秦野パサデナ友好協会で活躍している方も、ここに協力してい

るわけです。感想を聞いてみたら、生徒たちの英語力の高さには

驚いたと言っていました。私はそれを聞いて、大変うれしく思い

ました。とにかく知っているボキャブラリーを駆使しようとする。 

 この写真を見ると、ロールプレイですから、それぞれ格好も役

に扮しているわけです。最初にしては、かなりの成果が上がった

と思います。 

 私は英語教育に携わっている県下の教育行政関係者あるいは学

校現場で英語教育に携わっている人にお聞きしてみると、やはり

秦野の取り組みはすごいと思います。先ほどの坡州英語村へ行き、

最初は話せないが、何とか会話できるようになってくる。また、

インターナショナルフェスティバル、スピーチコンテストを聞い

た人に聞いてみると、先生、随分スピーチがうまくなっています

ということも聞きました。私は染まっている部分があるかもしれ

ないですが、事務方で見ている人が上がっていると言うのは、非

常に正しい評価ではないかと思います。 

 第１回目ですから、難しいこともあったのではないかと思いま

す。忙しいですが、反省会などを開いたらどうかと思います。 

 それから、次年度について、教育指導課長は若干増やすとおっ

しゃったのですが大賛成です。しかし、その場合、対応するＡＬ

Ｔ、事業協力者の人数が揃うのかということです。上智大学関連

の生徒は参加しているようですが、これから話し合って、東海大

学のコミュニケーションの学生などもかかわるかどうかというこ

とを検討できたらいいと思っています。協力者が多くなると、学

校でやってもできるのではないかと思います。しかし、増やす方

向で、協力者も増えるような方法をこれから模索していく必要が

あると思います。 

 ほかにどうですか。 

 そのほか、何か案件はございますか。 
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それでは、これから秘密会にいきたいと思いますので、関係者

以外の退室をお願いします。 

 ―関係者以外退室― 

 〔削除〕 

望月委員長 それでは、以上を持ちまして、定例教育委員会を終わります。 

 

 

 

 

 

 


